
で何が
変わるの?

長時間労働是正

事業主のみなさん、準備できていますか?

》》法改正スケジユールを踏まえて準備に取り掛かりましょう

年次有給体暇の時季指定義務

労働時間の把握の実効性確保

フレックスタイム制の拡充

勤務間インターバルの努力義務

高度プロフエッショナル制度新設

時間外労働の上限規制

月60時間超の時間外労働の割増賃金率

引き上げ

2019年 4月施行

2019年 4月施行

(大企業は適用済)

2020年 4月施行

2023年 4月施行



年次有給休暇の年5日の時季指定が
義 務 付 け ら れ ま す ※業種・規模問わず全ての企業に適用

年次有給休日限が年 10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日に

ついて、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

4/1
入社

◎時季指定にあたつては労働者の意見を聴取し、

その意見を尊重するように努めなければなり

ません。

IPdnt l■ 自社の年次有給休暇の付与ルールを確認しましょう
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)か ら1年以内に5日 について、使用者が

取得時季を指定して与える必要があります。

会社によつて基準日は異なりますので、就業規則を確認するなど自社のルールを再度確認

してみましょう。

IPdnt l四 年次有給休暇管理簿を作成する必要があります
今改正により、年次有給休暇の基準日、与えた日数、取得・指定した時季を明らかにした書

類(年次有給休暇管理簿)の作成が義務付けられました。曖昧な管理体制になつている会社

は管理方法を変えなければなりません。

IPdnt E年次有給休暇をとりやすい会社を目指しましょう

労働者が自ら申し出て取得した日数や計画的付与で取得した日数は時季指定の5日 から控

除できます。休暇をとりやすいように業務内容を見直す、あるいは計画的付与を導入する

など対策を講じましょう。

9/30

10/1～翌 9/30ま での 1年間に5日
取得時季を指定しなければならない。年 10日以上年次有給

休暇が付与される労働
者 であれば、バー ト・
アルバイトも時季指定

義務の対象です。

労働時間の把握義務

健康管理の観点から、裁量労働制が

適用される人や管理監督者も含め、

すべての労働時間の状況が

客観的な方法その他適切な方法で把握される

よう法律で義務付けられました。

タイムカードや!Cカ ード、
パソコンのログなどが挙げ
られますね。

一〕］



時間外労働の上限規制が定められます

◎時間外労働の上限は、原則として月45時間 0年360時間とし、臨時的な特

別の事情がなければこれを超えることはできません。

◎臨時的な特別の事情があつて労使が合意する場合でも、
0年720時間以内

・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

0月 100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までです。

|IPdnt l■ 36協定をきちんと結びましょう
労働時間は原則 1日 8時間・1週 40時間以内とされており、これを超える場合は36協定(時

間外労働、休日労働に関する協定)の締結、労働基準監督署長への届出が必要です(月 45
時間、年 360時間を超える場合は特別条頂付 36協定 )。 きちんと締結、届出をしているの

か確認しましょう。

IPdnt口四時間外労働・休日労働を必要最小限に留める工夫をしましょう
36協定の範囲内であつても、使用者は労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労

働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まります。時間外労働がなるべく発生しない

ようにするため、変形労働時間制やフレックスタイム制、ワークシェアリングや時短勤務な

ど柔軟な働き方の導入を検討しましょう。

IPdnt H休日労働をきちんと把握しましょう 0躙
「複数月平均80時間」には休日労働を含みます。時間

外労働45時間を超過していなくても、2ヶ月、3ヶ月、
4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月それぞれの時間外労働十休日労働
が80時間を超えていないか注意が必要です。

100h

45h

4月  5月   6月
団 E西口}皿 合計

― ―
2ヶ月平均は○

※上記例は特別条項付36協定を締結している場合です。

「時間外労働+休日労働」の

時間数を確認してみましょ

う。この場合、2ヶ 月平均で

は上限規制の範囲内ですが、
3ヶ 月平均では81時間とな
るため、法違反となります。 3ヶ月平均はX

月60時間超え残業の割増賃金率が引上げ

月60時間超の残業割増賃金率が中小企業でも50%に引き上げられます。



その他の法改正項目

◆フレックスタイム市Jが拡充されました
労働時間の                  に改正されました。

◆「勤務間インターバル」制度の導入が努力義務になりました
「勤務間インターバル」制度とは、1日 の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の

休息時間(イ ンターバル)を確保する仕組みであり、働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を

確保できる制度です。

◆高度プロフエッショナル制度が新設されました (一部の業務、労働者に限る)

従業員の離職を防ぐためにも有給休暇の取得率∪Pを 目指していたが、それによる事業

運営上のリスクも避けたかつた。また、法改正による時季指定義務についても実行できる

か不安があつた。

社労士に相談したところ、事業運営に影響の少ない「言十画的付与」を提案され、夏季休暇

や年末年始休暇の前後に計画的付与をすることになった。また、従業員との意見交換を行

い、要望の多かつた半日単位の有給休暇取得制度を導入することにした。

年次有給休暇取得率∪Pに 繋がつた。年に数回大型連体を取得できるようになり、従業

員のモチベーシ∃ンが上がつた。また、従業員との意見交換により柔軟な働き方が実現で

きたこともあり、従業員の会社への信頼度も高まつた。

ド
一饉
一ユ

冬から春にかけて繁忙期、夏は閑散期と1年間のなかで繁閑がはつきりわかれており、繁

忙期は残業、休日出勤が多発。体調を崩す従業員が多く、長時間労働の疲れから作業ミス

が発生するなど悪循環に陥つていた。

社労士に相談したところ、業務の繁忙期によつて所定労働時間、所定労働日数を変える

「1年単位の変形労働時間制」の導入が提案され、繁忙期は所定労働日数を週 6日 に、閑

散期は所定労働日数を週 4日 にするなど、労働時間を効率的に配分することにした。

繁忙期の所定労働時間は増カロしたが残業、休日労働はほとんどなくなつた。業務にめり

はりがつき、閑散期である夏の休日を増やすことができたため、従業員のワークライフバ

ランスに繋がつた。利益率も上がり、労働生産性も向上したことから、長年実現できなかつ

た従業員の賃上げに成功した。

働き方改革の

0 全国社会保険労務士会連合会
JAPAN FEDERAT10N OF IABOR AND SOCIAL SE⊂ t,RITヤ  ATTORNFY S AS50CIAT1011S

は、 です。


